
総　　合

平成24年８月15日号 2

・
競
争
試
験
に
よ
る
採
用
者
数　

22
人

・
選
考
試
験
に
よ
る
採
用
者
数　

３
人

　
　
　
　
　
　
　

・
定
年
退
職　
　
　
　

29
人

・
勧
奨
退
職　
　
　
　

３
人

・
普
通
退
職　
　
　
　

５
人

 

・
懲
戒
免
職　
　
　
　

１
人

　
　
　
　
　
　
　

計　

38
人

　

下
表
の
と
お
り

●
計
画
期
間

　

平
成
23
年
度
か
ら
平
成
27
年
度
ま
で
の

　

５
年
間
で
す
。

●
基
本
方
針
の
概
要 　

・
基
準
年
度
の
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在

　

の
職
員
数
６
７
０
人
を
、
平
成
27
年
４

　

月
１
日
現
在
で
６
０
３
人
と
し
、
67
人

　
（
10
・
０
％
）の
純
減
と
し
ま
す
。

・
職
員
定
数
の
削
減
は
、
退
職
者
の
不
補

　

充
お
よ
び
配
置
替
え
に
よ
り
行
う
と
と

　

も
に
、
新
し
い
行
政
需
要
に
応
じ
た
職

　

種
の
職
員
採
用
を
計
画
的
に
行
い
ま
す
。

・
職
員
定
数
削
減
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上

　

の
両
立
を
図
る
た
め
、
民
間
委
託
の
推

　

進
、
臨
時
職
員
の
任
用
を
積
極
的
に
行

　

い
ま
す
。

●
定
員
適
正
化
計
画
の

　

年
次
別
進
捗
状
況（
実
績
）の
概
要

　

３
ペ
ー
ジ
最
上
段
の
表
の
と
お
り

（注）職員数は、教育長、地方公務員の身分を有する休職者・派遣職員を含み、市長・副市長、臨時・非常勤
　　   職員、他の地方公共団体への派遣職員を除きます。　　

部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）
職　員　数

合　計

議　　会
総　　務
税　　務
民　　生
衛　　生
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
小　　計
教　　育
小　　計
水　　道
下 水 道
そ の 他
小　　計

一
般
行
政
部
門

公
営
企
業
等

会 

計 

部 

門

特
別
行
政

部    

門

平成23年
7人

135　
41　
114　
32　
5　
36　
10　
74　
454　
133　
133　
10　
15　
35　
 60　
647　

平成24年
7人

130　
38　
106　
37　
 5　
34　
13　
73　
443　
129　
129　
10　
15　
37　
 62　
634　

対前年
増減数

▲  5人
▲  3　
▲  8　
 5　
　

▲  2　
3　

▲  1　
▲11　
▲  4　
▲  4　

　
　
2　
 2　

　▲13　

主な増減理由

事務の統廃合縮小に伴う人員減
事務の統廃合縮小に伴う人員減
事務の統廃合縮小に伴う人員減
事務量の増大に伴う人員増

事務の統廃合縮小に伴う人員減
事務量の増大に伴う人員増
事務の統廃合縮小に伴う人員減

学校給食調理業務（２校）を民間委託

事務量の増大に伴う人員増

大
田
原
市
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
状
況

　

市
職
員
の
任
免
や
給
与
な
ど
、
本
市
に
お
け
る
人
事
行
政
の
運
営
状
況

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
に
本
市
職
員
の
職
員
数
や

給
与
な
ど
人
事
行
政
全
般
の
実
態
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
一
層
の

ご
理
解
を
い
た
だ
く
た
め
に
公
表
す
る
も
の
で
す
。

職
員
の
任
用
状
況

（
平
成
24
年
４
月
１
日
採
用
者
数
）

職
員
の
退
職
状
況

（
平
成
23
年
度
中
）

部
門
別
職
員
数
の
状
況
と

主
な
増
減
理
由

定
員
適
正
化
計
画
の
概
要

お
よ
び
進
捗
状
況
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定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

人件費の状況（普通会計決算）

職員平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況（平成 23 年４月１日現在）

職員の初任給の状況（平成 23 年４月１日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 23 年４月１日現在）

職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）職員数は、教育長、地方公務員の身分を有する休職者・派遣職員を含み、市長・副市長、臨時・非常勤職員、
　　他の地方公共団体への派遣職員を除きます。

（注）一般行政部門と教育部門の一般職の給与費の決算額です。職員手当には退職手当を含みません。

（注）「給与」は「給料」に「諸手当」を加えたものです。

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

区　分

平成22年度

区　分

平成22年度

区　分

大田原市

国

歳出額

千円
31,324,964

給　　料
千円

2,239,788

平均給料月額
円

329,700

327,205

平均年齢
歳

42.6

42.3

平均給与月額
円

384,047

平均給料月額
円

292,200

283,862

平均年齢
歳

50.6

49.5

平均給与月額
円

307,826

職員手当
千円

　263,974

期末・勤勉手当
千円

　794,047

計　Ｂ
千円

3,297,809

１人当たり給与費
Ｂ／Ａ

千円
5,433

職員数　Ａ

人
607

人件費

千円
　5,175,561

人件費率

％
16.5

平成24年
４月１日

　639人

　634人

　▲ 5

平成23年
４月１日

　 654人

　 647人

　 ▲ 7

大田原市

172,200円

140,100円

大学卒

高校卒

国

172,200円

140,100円

平成25年
４月１日

630人

住民基本台帳人口
（平成23年３月31日）

人 
73,688

平成21年度の
人  件  費  率

%
16.2

平成26年
４月１日

625人

　 

平成27年
４月１日

603人

期　日

計画と実績の差（Ｂ）－（Ａ）

各年度の
職 員 数

計画（Ａ）

実績（Ｂ）

給　　与　　費

技能労務職一般行政職

一般行政職

区　　　分

大学卒

高校卒
一般行政職

区　　　分 経験年数15年

301,367円

265,767円

経験年数10年

258,950円

232,150円

経験年数20年

358,600円

310,400円
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給料・報酬月額
（平成23年４月１日現在）

　　    1円
706,000円

436,500円
380,000円
355,000円

区　分

市　長
副市長

議　長
副議長
議　員

期末手当
（平成23年度支給割合）

６月期　1.40月分
12月期　1.55月分
　計　　2.95月分

６月期　1.40月分
12月期　1.55月分
　計　　2.95月分

一般行政職の級別職員数の状況（平成24年４月１日現在）

主な職員手当の状況（１）（平成 23 年４月１日現在）

区　分

標準的な職務内容

職員数　人

構成比　％

７級

課長等

30

7.2

６級

課  長  等
総括主幹等

35

8.4

５級

主　幹
副主幹

65

15.7

４級

係　長
主　査

47

11.3

３級

主　査

153

36.9

２級

主任主事等

29

7.0

１級

主事等

43

10.4

区　分

扶養手当

住居手当

内　　　　容

（１）配偶者
（２）配偶者以外の扶養親族　１人につき
　　①配偶者がいない場合は、そのうち１人について
　　②満 16歳の年度初めから満 22歳の年度末までの子についての加算

（１）賃貸住宅
　　①家賃が 23,000円以下の場合　　家賃の月額から 12,000円を控除した額
　　②家賃が 23,000円を超える場合　（家賃月額     －23,000円）×１ / ２ +11,000円
                                                                                      （支給限度額　27,000円）
（２）持家住宅
　　　2,500円

13,000円
6,500円
11,000円
5,000円

主な職員手当の状況（２）

特別職の報酬等の状況

区　分

期末手当
勤勉手当

退職手当

内　　　　容

（平成23年度支給割合）
　　　　　期末手当　　  勤勉手当
６月期　　1.225月分　　 0.675月分
12月期　　1.375月分    　  0.675月分
　計　　　2.60月分　　   1.35月分（職務上の段階、職務の級等による加算措置　有）

（平成23年度）
（支給率）　　自己都合　　 勧奨・定年
勤続20年　　　23.50月分　　30.55月分
勤続25年　　　33.50月分　　41.34月分
勤続35年　　　47.50月分　　59.28月分
最高限度額　　59.28月分　　59.28月分
その他の加算措置　勧奨退職　２～20％加算
１人当たりの平均支給額　自己都合　　15,436千円
　　　　　　　　　　　　勧奨・定年　25,345千円

（注）退職手当の１人当たりの平均支給額は、22年度に退職した職員に支給された平均額です。

８級

部長等

13

3.1

（注１）市長の給料月額については、平成 23 年４月
１日から４月 30 日まで１円、平成 23 年５
月１日から 873,000 円としています。

（注２）副市長の給料月額については、平成 22 年７
月１日から 706,000 円としています。

（注３）議長、副議長、議員の報酬月額は、平成 23 年
７月１日から平成 23 年 11 月 30 日まで議
長は 436,500 円、副議長は 355,500 円、議員
は 324,000 円としています。
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・
平
均
取
得
日
数　

６
・
７
日

・
取
得
率　
　
　
　

17
・
４
％

※
育
児
休
業
取
得
者
を
除
き
ま
す
。

・
育
児
休
業
取
得
者　
　

３
人

・
介
護
休
暇
取
得
者　
　

な
し

●
分
限
処
分
者

●
懲
戒
処
分
者

・
承
認
件
数　

44
件

・
従
事
内
容　

農
林
業　

35
件

　
　
　
　
　
　

そ
の
他　

９
件

●
定
期
健
康
診
断
な
ど

・
実
施
回
数　
　
　

６
回

・
受
診
者
数　

３
７
０
人

●
人
間
ド
ッ
ク
な
ど

・
受
診
者
数　

３
７
３
人

●
そ
の
他
の
検
診
な
ど

・
実
施
回
数　
　
　

４
回

・
受
診
者
数　
　
　

72
人（
B
型
肝
炎
）

　
　
　
　
　
　

１
６
６
人（
歯
科
検
診
）

・
認
定
件
数　

２
件

　

係
属
事
案
は
な
く
、
平
成
23
年
度
に
新

　

た
な
措
置
要
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

係
属
事
案
は
な
く
、
平
成
23
年
度
に
新
た

　

な
不
服
申
し
立
て
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

係
属
事
案
は
な
く
、
平
成
23
年
度
に
新

　

た
な
苦
情
の
申
し
出
は
あ
り
ま
せ
ん
で

　

し
た
。

●
概
　
要　

大
田
原
市
職
員
互
助
会
は
、

　

地
方
公
務
員
法
第
42
条
の
規
定
に
基
づ

　

き
職
員
の
福
利
厚
生
事
業
を
実
施
す
る

　

た
め
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
職
員
の
掛

　

金
と
大
田
原
市
な
ど
の
交
付
金
を
も
と

　

に
次
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
会
員
数　

６
５
８
人

（
注
）平
成
24
年
４
月
１
日
現
在
。
会
員
数

　

に
は
公
益
的
法
人
の
職
員
を
含
み
ま
す
。

○
会
員
の
掛
金
の
み
で
実
施
し
て
い
る
事
業

・
給
付
事
業（
慶
弔
金
や
見
舞
金
の
給
付
）

・
駐
車
場
事
業（
職
員
の
駐
車
場
使
用
料

　

の
一
部
助
成
）

・
地
域
奉
仕
活
動

○
会
員
の
掛
金
と
交
付
金
で
実
施
し
て
い

　

る
事
業

・
厚
生
事
業（
家
族
旅
行
の
実
施
、
芸
術

　

鑑
賞
の
一
部
助
成
）

・
与
一
ま
つ
り
参
加
事
業

・
サ
ッ
カ
ー
観
戦
事
業（
栃
木
Ｓ
Ｃ
の
ホ
ー

　

ム
ゲ
ー
ム
観
戦
）

・
職
員
研
修
費
助
成

○
交
付
金
の
み
で
実
施
し
て
い
る
事
業

・
人
間
ド
ッ
ク
利
用
等
助
成

●
平
成
23
年
度
決
算
額

■
問
い
合
わ
せ
　
　
２
階

　

総
務
課
人
事
係

　
　
　
（
２
３
）８
７
０
２

年
次
有
給
休
暇
取
得
の
状
況

（
平
成
23
年
度
）

育
児
休
業
お
よ
び
介
護
休
暇

取
得
者
数（
平
成
23
年
度
）

分
限
処
分
お
よ
び
懲
戒
処
分

の
状
況（
平
成
23
年
度
）

営
利
企
業
従
事
の
状
況

（
平
成
23
年
度
）

職
員
研
修
の
実
施
状
況

（
平
成
23
年
度
）

職
員
の
健
康
管
理
の
状
況

（
平
成
23
年
度
）

公
務
災
害
補
償
の
実
施
状
況

（
平
成
23
年
度
）

勤
務
条
件
に
関
す
る

措
置
の
要
求
の
状
況

不
利
益
処
分
に
関
す
る

不
服
申
し
立
て
の
状
況

職
員
の
福
利
厚
生

（
大
田
原
市
職
員
互
助
会
）の
状
況

職
員
か
ら
の
苦
情
の

処
理
状
況

　

公
務
に
お
け
る
規
律
と
秩
序
を
維
持
す
る
こ

　

と
を
目
的
と
し
た
処
分
で
す
。

（
注
）懲
戒
処
分
と
は
、
公
務
員
と
し
て
ふ
さ
わ

　

し
く
な
い
非
行
が
あ
る
場
合
に
、
職
員
の
一
定

　

の
義
務
違
反
に
対
す
る
道
義
的
責
任
を
問
い
、

処分者数

　０人

０

５

０

５

区　分

降　任

免　職

休　職

降　給

合　計

（
注
）分
限
処
分
と
は
、
公
務
の
能
率
の
維
持
や

　

そ
の
適
正
な
運
営
の
確
保
の
目
的
か
ら
、
勤
務

　

成
績
不
良
、
心
身
の
故
障
な
ど
の
た
め
職
員
が

　

十
分
職
責
を
果
た
せ
な
い
場
合
に
、
職
員
の
意

　

に
反
し
て
行
う
処
分
で
す
。

処分者数

　２人

１

０

１

４

区　分

戒　告

減　給

停　職

免　職

合　計

科　目

会 員 掛 金

交　付　金

助　成　金

繰　越　金

繰　入　金

雑　収　入

合　計

収入額（円）

8,961,805

8,091,004

0

1,664,963

0

6,889,895

25,607,667

科　目

給付事業費

体育奨励費

厚生事業費

研　修　費

事 務 局 費

予　備　費

合　計

支出額（円）

3,713,000

200,000

11,874,575

6,172,090

1,460,736

0

23,420,401

研　修　区　分

那須地区広域行政
事務組合が実施す
る研修
栃木県・栃木県市
町村職員研修協議
会が実施する研修
大田原市が実施す
る研修
派遣研修（栃木県・
自治大学校など）

合　計

実施件数

　18件

18

７

７

50

参加人数

  225人

 47

403

13

688
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